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(57)【要約】
　
【課題】９８０ＭＰａ級以上の強度を確保しつつ深絞り性に優れた高強度鋼板およびその
温間加工方法を提供する。
【解決手段】質量％で、Ｃ：０．０２～０．３％、Ｓｉ：１～３％、Ｍｎ：１．８～３％
、Ｐ：０．１％以下、Ｓ：０．０１％以下、Ａｌ：０．００１～０．１％、Ｎ：０．００
２～０．０３％を含み、残部が鉄および不純物からなる成分組成を有し、全組織に対する
面積率で、ベイニティック・フェライト：５０～８５％、残留γ：３％以上、マルテンサ
イト＋前記残留γ：１０～４５％、フェライト：５～４０％の各相を含む組織を有し、Ｅ
ＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度分布に基づく、前記残留オーステナイト中のＭ
ｎ濃度ＭｎγＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖが１．２以
上である高強度鋼板。
【選択図】  なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で（以下、化学成分について同じ。）、
Ｃ　：０．０２～０．３％、
Ｓｉ：１．０～３．０％、
Ｍｎ：１．８～３．０％、
Ｐ　：０．１％以下（０％を含む）、
Ｓ　：０．０１％以下（０％を含む）、
Ａｌ：０．００１～０．１％、
Ｎ　：０．００２～０．０３％
を含み、残部が鉄および不純物からなる成分組成を有し、
全組織に対する面積率で（以下、組織について同じ。）、
ベイニティック・フェライト：５０～８５％、
残留オーステナイト：３％以上、
マルテンサイト＋前記残留オーステナイト：１０～４５％、
フェライト：５～４０％
の各相を含む組織を有し、
前記残留オーステナイト中のＣ濃度（ＣγＲ）が０．６～１．２質量％であり、
ＥＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度分布に基づく、前記残留オーステナイト中の
Ｍｎ濃度ＭｎγＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖが１．２
以上である
　ことを特徴とする室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板。
【請求項２】
　成分組成が、さらに、
Ｃｒ：０．０１～３．０％
Ｍｏ：０．０１～１．０％、
Ｃｕ：０．０１～２．０％、
Ｎｉ：０．０１～２．０％、
Ｂ　：０．００００１～０．０１％の１種または２種以上
を含むものである請求項１に記載の室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板。
【請求項３】
　成分組成が、さらに、
Ｃａ　：０．０００５～０．０１％、
Ｍｇ　：０．０００５～０．０１％、
ＲＥＭ：０．０００１～０．０１％の１種または２種以上
を含むものである請求項１または２に記載の室温および温間での深絞り性に優れた高強度
鋼板。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の高強度鋼板を、１００～４００℃に加熱後、３６
００ｓ以内に加工することを特徴とする高強度鋼板の温間加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板およびその温間加工方法に
関する。なお、本発明の高強度鋼板としては、冷延鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、および、
合金化溶融亜鉛めっき鋼板が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用骨格部品に供される薄鋼板は衝突安全性と燃費改善を実現するため、高強度化
が求められている。そのため、鋼板強度を９８０ＭＰａ級以上に高強度化しつつも、プレ
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ス成形性を確保することが要求されている。９８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板において、
高強度化と成形性確保を両立させるにはＴＲＩＰ効果を活用した鋼を用いることが有効で
あることが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、ベイナイトまたはベイニティック・フェライトを主相とし、残留
オーステナイト（γR）を面積率で３％以上含有する高強度鋼板が開示されている。しか
しながら、この高強度鋼板は、室温での引張強度９８０ＭＰａ以上で全伸びが２０％に達
しておらず、さらなる機械的特性（以下、単に「特性」ともいう。）の改善が求められる
。
【０００４】
　一方、冷間での成形ではＴＲＩＰ鋼板でも成形性に限界があることから、一層の伸び改
善のため、１００～４００℃で加工することでＴＲＩＰ効果をさらに有効に発現させて伸
びを高める技術が提案されている（非特許文献１、特許文献２参照）。
【０００５】
　上記特許文献２の表２に示すように、ベイニティック・フェライト主体の組織に炭素濃
度１質量％以上のγRを存在させることで、２００℃付近での伸び（全伸び）を１２００
ＭＰａ級で２３％まで改善できている。しかしながら、プレス成形を考慮した場合、特に
張出しや深絞り成形が主体の成形の場合は局部変形領域を利用するとひずみが局在化して
破断につながるため、均一変形領域が活用されることが多い。そのため、単に、局部伸び
をも含む全伸びを改善するだけでは不十分であり、均一伸びを向上させることが求められ
る。
【０００６】
　均一伸びについては、特許文献３には、ＹおよびＲＥＭを添加することで均一伸びが向
上することが開示されているが、その表３に示すように、引張強度（ＴＳ）が８７５ＭＰ
ａまでの鋼板にしか適用できていない。また、特許文献４には、ベイニティック・フェラ
イト－ポリゴナル・フェライト－残留オーステナイトの混合組織で強度と均一伸びのバラ
ンスが向上することが開示されているが、その表２に示すように、これもＴＳが８５９Ｍ
Ｐａまでの鋼板にしか適用できていない。
【０００７】
　そのため、９８０ＭＰａ級以上の鋼板においても良好な均一伸びを実現できる技術の開
発が要請されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１９３１９３号公報
【特許文献２】特開２００４－１９００５０号公報
【特許文献３】特開２００４－２４４６６５号公報
【特許文献４】特開２００６－２７４４１８号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】杉本公一，宋星武，坂口淳也，長坂明彦，鹿島高弘，「超高強度低合金
ＴＲＩＰ型ベイニティックフェライト鋼板の温間成形性」，鉄と鋼，２００５年，第９１
巻、第２号，ｐ．３４－４０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記事情に着目してなされたものであり、その目的は、９８０ＭＰａ級以上の
室温強度を確保しつつ室温および温間での均一伸びをさらに向上させることにより、室温
強度と室温および温間での深絞り性を兼備する高強度鋼板およびその温間加工方法を提供
することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
請求項１に記載の発明は、
　質量％で（以下、化学成分について同じ。）、
Ｃ　：０．０２～０．３％、
Ｓｉ：１．０～３．０％、
Ｍｎ：１．８～３．０％、
Ｐ　：０．１％以下（０％を含む）、
Ｓ　：０．０１％以下（０％を含む）、
Ａｌ：０．００１～０．１％、
Ｎ　：０．００２～０．０３％
を含み、残部が鉄および不純物からなる成分組成を有し、
全組織に対する面積率で（以下、組織について同じ。）、
ベイニティック・フェライト：５０～８５％、
残留オーステナイト：３％以上、
マルテンサイト＋前記残留オーステナイト：１０～４５％、
フェライト：５～４０％
の各相を含む組織を有し、
前記残留オーステナイト中のＣ濃度（ＣγＲ）が０．６～１．２質量％であり、
ＥＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度分布に基づく、前記残留オーステナイト中の
Ｍｎ濃度ＭｎγＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖが１．２
以上であることを特徴とする室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板である。
【００１２】
請求項２に記載の発明は、
　成分組成が、さらに、
Ｃｒ：０．０１～３．０％
Ｍｏ：０．０１～１．０％、
Ｃｕ：０．０１～２．０％、
Ｎｉ：０．０１～２．０％、
Ｂ　：０．００００１～０．０１％の１種または２種以上
を含むものである請求項１に記載の室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板であ
る。
【００１３】
請求項３に記載の発明は、
　成分組成が、さらに、
Ｃａ　：０．０００５～０．０１％、
Ｍｇ　：０．０００５～０．０１％、
ＲＥＭ：０．０００１～０．０１％の１種または２種以上
を含むものである請求項１または２に記載の室温および温間での深絞り性に優れた高強度
鋼板である。
【００１４】
請求項４に記載の発明は、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の高強度鋼板を、２００～４００℃に加熱後、３６
００ｓ以内に加工することを特徴とする高強度鋼板の温間加工方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、全組織に対する面積率で、ベイニティック・フェライト：５０～８５
％、残留オーステナイト：３％以上、マルテンサイト＋前記残留オーステナイト：１０～
４５％、フェライト：５～４０％を含む組織を有し、前記残留オーステナイト中のＣ濃度
（ＣγＲ）が０．６～１．２質量％であり、ＥＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度
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分布に基づく、前記残留オーステナイト中のＭｎ濃度ＭｎγＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度
Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖを１．２以上とすることで、９８０ＭＰａ級以上の室
温強度を確保しつつ、室温および温間での均一伸びがさらに向上し、室温強度と室温およ
び温間での深絞り性を兼備する高強度鋼板、およびその温間加工方法を提供できるように
なった。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　上述したように、本発明者らは、上記従来技術と同様の、転位密度の高い下部組織（マ
トリックス）を有するベイニティック・フェライトと残留オーステナイト（γR）を含有
するＴＲＩＰ鋼板に着目し、室温強度を確保しつつ、均一伸びを改善することで深絞り性
を一層向上させるべく、さらに検討を重ねてきた。
【００１７】
　本発明者らは、均一伸びの向上には転位密度が低く、加工硬化率の高いフェライトの利
用が有効と考え、鋼板組織中にフェライトを適量導入することとした。
【００１８】
　また、均一伸びの向上に強く寄与するγRを多量につくり込むために、γRのＭｎ濃度を
高めることが有効であると考えた。
【００１９】
　ただし、γR中のＭｎ濃度を高めるために、単に鋼への添加Ｍｎ量を増加すると、Ｍｎ
の固溶強化作用によりフェライトの延性が低下してむしろ伸びが劣化するとともに、熱延
板の強度が高くなり、冷間圧延が難しくなる。このため、鋼への添加Ｍｎ量を増加させる
ことなく、γR中のＭｎ濃度を高める必要がある。
【００２０】
　ここで、フェライト＋オーステナイト（α＋γ）２相域加熱を行うと、オーステナイト
（γ）側にＭｎが濃化し、フェライト（α）からオーステナイト（γ）への変態量に影響
することが知られている。すなわち、２相域加熱温度が低いと、フェライト分率が高くな
るとともに、γR中のＭｎ濃度も高くなるため、安定なγRは確保できるものの、強度は確
保できなくなる。一方、２相域加熱温度が高いと、フェライト分率が低くなるとともに、
γR中のＭｎ濃度も低くなるため、強度は確保できるものの、安定なγRは確保できなくな
る。
【００２１】
　従来技術では、フェライト分率とγR中のＭｎ濃度がバランスさせられていなかったた
め、強度を確保しつつ、安定なγRを確保するのが困難であった。
【００２２】
　そこで、本発明では、適量のフェライトを導入するとともに、添加Ｍｎ量を制限しつつ
γR中のＭｎ濃度を高めることで、マトリックス（母相）の延性向上とγRによるＴＲＩＰ
効果の最大化による均一伸びの向上の両立を図り、さらに部分的にマルテンサイトを導入
することで、強度向上を実現することとした。
【００２３】
　具体的には、高強度化と高延性化の両立を実現するために、面積率で５～４０％のフェ
ライトを導入することで、マトリックス（母相）の強度を低くし、残留オーステナイト（
γＲ）の面積率を３％以上、該γＲ中のＣ濃度（ＣγＲ）を０．３～１．２質量％とする
ことで、ＴＲＩＰ現象（ひずみ誘起変態）を促進して加工硬化を促し強度向上を図り、さ
らに、ＥＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度分布に基づく、前記γＲ中のＭｎ濃度
ＭｎγＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖを１．２以上とす
ることで、γR中のＭｎ濃度を高めて安定なγRを確保することにより、マトリックス（母
相）の延性向上とγRによるＴＲＩＰ効果の最大化による均一伸びの向上の両立を図るこ
とによって、室温強度と深絞り性を並存しうることを見出した。
【００２４】
　そして、上記知見に基づいてさらに検討を進め、本発明を完成するに至った。
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【００２５】
　以下、まず本発明鋼板を特徴づける組織について説明する。
【００２６】
〔本発明鋼板の組織〕
　上述したとおり、本発明鋼板は、上記従来技術と同じくＴＲＩＰ鋼の組織をベースとす
るものであるが、特に、フェライトを所定量含有するとともに、所定の炭素濃度のγＲを
所定量含有し、さらに、Ｍｎの濃度分布が制御されている点で、上記従来技術と相違して
いる。
【００２７】
＜ベイニティック・フェライト：５０～８５％＞
　本発明における「ベイニティック・フェライト」とは、ベイナイト組織が転位密度の高
いラス状組織を持った下部組織を有しており、組織内に炭化物を有していない点で、ベイ
ナイト組織とは明らかに異なり、また、転位密度がないかあるいは極めて少ない下部組織
を有するポリゴナル・フェライト組織、あるいは細かいサブグレイン等の下部組織を持っ
た準ポリゴナル・フェライト組織とも異なっている（日本鉄鋼協会 基礎研究会 発行「鋼
のベイナイト写真集－１」参照）。この組織は、光学顕微鏡観察やＳＥＭ観察するとアシ
キュラー状を呈しており、区別が困難であるため、ベイナイト組織やポリゴナル・フェラ
イト組織等との明確な違いを判定するには、ＴＥＭ観察による下部組織の同定が必要であ
る。
【００２８】
　このように本発明鋼板の組織は、均一微細で延性に富み、かつ、転位密度が高く強度が
高いベイニティック・フェライトを母相とすることで強度と成形性のバランスを高めるこ
とができる。
【００２９】
　本発明鋼板では、上記ベイニティック・フェライト組織の量は、全組織に対して面積率
で５０～８５％（好ましくは６０～８５％、より好ましくは７０～８５％）であることが
必要である。これにより、上記ベイニティック・フェライト組織による効果が有効に発揮
されるからである。なお、上記ベイニティック・フェライト組織の量は、γRとのバラン
スによって定められるものであり、所望の特性を発揮し得るよう、適切に制御することが
推奨される。
【００３０】
＜残留オーステナイト（γＲ）を全組織に対して面積率で３％以上含有＞
　γRは全伸びの向上に有用であり、このような作用を有効に発揮させるためには、全組
織に対して面積率で３％以上（好ましくは５％以上、より好ましくは１０％以上）存在す
ることが必要である。
【００３１】
＜マルテンサイト＋上記残留オーステナイト（γＲ）：１０～４５％＞
　強度確保のため、組織中にマルテンサイトを一部導入するが、マルテンサイトの量が多
くなりすぎると成形性が確保できなくなるので、全組織に対してマルテンサイト＋γＲの
合計面積率で１０％以上（好ましくは１２％以上、より好ましくは１６％以上）４５％以
下に制限した。
【００３２】
＜フェライト：５～４０％＞
　フェライトは軟質相であるため、高強度化には寄与しないが、延性を高めるのには有効
であることから、強度と伸びのバランスを高めるため、強度が保証できる面積率５％以上
（好ましくは１０％以上、より好ましくは１５％以上）４０％以下（好ましくは３５％以
下、より好ましくは３０％以下）の範囲で導入する。
【００３３】
＜残留オーステナイト（γＲ）中のＣ濃度（ＣγＲ）：０．６～１．２質量％＞
　ＣγＲは、加工時にγRがマルテンサイトに変態する安定度に影響する指標である。Ｃ
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γRが低すぎると、γRが不安定なため、応力付与後、塑性変形する前に加工誘起マルテン
サイト変態が起るため、張り出し成形性が得られなくなる。一方、ＣγRが高すぎると、
γRが安定になりすぎて、加工を加えても加工誘起マルテンサイト変態が起らないため、
やはり張り出し成形性が得られなくなる。十分な張り出し成形性を得るためには、ＣγＲ

は０．６～１．２質量％とする必要がある。好ましくは０．７～０．９質量％である。
【００３４】
＜ＥＰＭＡでライン分析して得られたＭｎ濃度分布に基づく、前記γＲ中のＭｎ濃度Ｍｎ
γＲと全組織中の平均Ｍｎ濃度Ｍｎａｖとの比ＭｎγＲ／Ｍｎａｖ：１．２以上＞
　鋼に添加されたＭｎを２相域加熱によりフェライトとオーステナイトの間で分配するこ
とで、マトリックスに高い延性を付与したまま、γＲ中のＭｎ濃度を高めてγＲが室温で
得られるようにしている。γＲ中のＭｎ濃度が低すぎると、γＲの安定性が低く、室温で
γＲ量を確保できない。また、フェライト中のＭｎ濃度が高すぎると、マトリックスの変
形能が低下し、伸びが劣化する。このため、本発明者らは、γＲ中へのＭｎの偏析度合い
を評価する指標としてＭｎγＲ／Ｍｎａｖを導入し、この指標の値は１．２以上とした。
【００３５】
＜その他：ベイナイト（０％を含む）＞
　本発明の鋼板は、上記組織のみ（ベイニティック・フェライト、マルテンサイト、ポリ
ゴナル・フェライトならびにγRの混合組織）からなっていてもよいが、本発明の作用を
損なわない範囲で、他の異種組織として、ベイナイトを有していてもよい。この組織は本
発明鋼板の製造過程で必然的に残存し得るものであるが、少なければ少ない程よく、全組
織に対して面積率で５％以下、より好ましくは３％以下に制御することが推奨される。
【００３６】
〔各相の面積率、γＲ中のＣ濃度（ＣγＲ）、全組織中の平均Ｍｎ濃度、および、γＲ中
のＭｎ濃度の各測定方法〕
　ここで、各相の面積率、γＲ中のＣ濃度（ＣγＲ）、全組織中の平均Ｍｎ濃度およびγ

Ｒ中のＭｎ濃度の各測定方法について説明する。
【００３７】
　鋼板中組織の各相の面積率については、鋼板をレペラー腐食し、透過型電子顕微鏡（Ｔ
ＥＭ；倍率１５００倍）観察により、例えば白い領域を「マルテンサイト＋残留オーステ
ナイト（γＲ）」と定義して組織を同定した後、光学顕微鏡観察（倍率１０００倍）によ
り各相の面積率を測定した。
【００３８】
　なお、γRの面積率およびγR中のＣ濃度（ＣγＲ）については、各供試鋼板の１／４の
厚さまで研削した後、化学研磨してからＸ線回折法により測定した（ＩＳＩＪ　Ｉｎｔ．
Ｖｏｌ．３３，（１９３３），Ｎｏ．７，ｐ．７７６）。また、フェライトの面積率につ
いては、各供試鋼板をナイタール腐食し、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ；倍率２０００倍）
観察により、黒い領域をフェライトと同定して面積率を求めた。
【００３９】
　全組織中の平均Ｍｎ濃度およびγＲ中のＭｎ濃度については、ＥＰＭＡにより０．２μ
ｍステップで２００μｍ以上の領域をライン分析し、全測定点のＭｎ濃度の平均値を全組
織中の平均Ｍｎ濃度と定義し、全測定点のＭｎ濃度のうち、Ｍｎ濃度の高い側から５％分
のＭｎ濃度の平均値をγＲ中のＭｎ濃度と定義した。
【００４０】
　次に、本発明鋼板を構成する成分組成について説明する。以下、化学成分の単位はすべ
て質量％である。
【００４１】
〔本発明鋼板の成分組成〕
Ｃ：０．０２～０．３％
　Ｃは、高強度を確保しつつ、所望の主要組織（ベイニティック・フェライト＋マルテン
サイト＋γR）を得るために必須の元素であり、このような作用を有効に発揮させるため
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には０．０２％以上（好ましくは０．０５％以上、より好ましくは０．１０％以上）添加
する必要がある。ただし、０．３％超では溶接に適さない。
【００４２】
Ｓｉ：１．０～３．０％　
　Ｓｉは、γRが分解して炭化物が生成するのを有効に抑制する元素である。特にＳｉは
、固溶強化元素としても有用である。このような作用を有効に発揮させるためには、Ｓｉ
を１．０％以上添加する必要がある。好ましくは１．１％以上、より好ましくは１．２％
以上である。ただし、Ｓｉを３．０％を超えて添加すると、ベイニティック・フェライト
＋マルテンサイト組織の生成が阻害される他、熱間変形抵抗が高くなって溶接部の脆化を
起こしやすくなり、さらには鋼板の表面性状にも悪影響を及ぼすので、その上限を３．０
％とする。好ましくは２．５％以下、より好ましくは２．０％以下である。
【００４３】
Ｍｎ：１．８～３．０％
　Ｍｎは、固溶強化元素として有効に作用する他、変態を促進してベイニティック・フェ
ライト＋マルテンサイト組織の生成を促進する作用も発揮する。さらにはγを安定化し、
所望のγRを得るために必要な元素である。また、焼入れ性の向上にも寄与する。このよ
うな作用を有効に発揮させるためには、１．８％以上添加することが必要である。好まし
くは１．９％以上、より好ましくは２．０％以上である。ただし、３．０％を超えて添加
すると、鋳片割れが生じる等の悪影響が見られる。好ましくは２．８％以下、より好まし
くは２．５％以下である。
【００４４】
Ｐ　：０．１％以下（０％を含む）
　Ｐは不純物元素として不可避的に存在するが、所望のγRを確保するために添加しても
よい元素である。ただし、０．１％を超えて添加すると二次加工性が劣化する。より好ま
しくは０．０３％以下である。
【００４５】
Ｓ　：０．０１％以下（０％を含む）
　Ｓも不純物元素として不可避的に存在し、ＭｎＳ等の硫化物系介在物を形成し、割れの
起点となって加工性を劣化させる元素である。好ましくは０．０１％以下、より好ましく
は０．００５％以下である。
【００４６】
Ａｌ：０．００１～０．１％
　Ａｌは、脱酸剤として添加されるとともに、上記Ｓｉと相俟って、γRが分解して炭化
物が生成するのを有効に抑制する元素である。このような作用を有効に発揮させるために
は、Ａｌを０．００１％以上添加する必要がある。ただし、過剰に添加しても効果が飽和
し経済的に無駄であるので、その上限を０．１％とする。
【００４７】
Ｎ：０．００２～０．０３％
　Ｎは、不可避的に存在する元素であるが、ＡｌやＮｂなどの炭窒化物形成元素と結びつ
くことで析出物を形成し、強度向上や組織の微細化に寄与する。Ｎ含有量が少なすぎると
オーステナイト粒が粗大化し、その結果、伸長したラス状組織が主体になるためγＲのア
スペクト比が大きくなる。一方、Ｎ含有量が多すぎると、本発明の材料のような低炭素鋼
では鋳造が困難になるため、製造自体ができなくなる。
【００４８】
　本発明の鋼は上記成分を基本的に含有し、残部が実質的に鉄および不可避的不純物であ
るが、その他、本発明の作用を損なわない範囲で、以下の許容成分を添加することができ
る。
【００４９】
Ｃｒ：０．０１～３．０％
Ｍｏ：０．０１～１．０％、
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Ｃｕ：０．０１～２．０％、
Ｎｉ：０．０１～２．０％、
Ｂ　：０．００００１～０．０１％の１種または２種以上
　これらの元素は、鋼の強化元素として有用であるとともに、γRの安定化や所定量の確
保に有効な元素である。このような作用を有効に発揮させるためには、Ｍｏ：０．０１％
以上（より好ましくは０．０２％以上）、Ｃｕ：０．０１％以上（より好ましくは０．１
％以上）、Ｎｉ：０．０１％以上（より好ましくは０．１％以上）、Ｂ：０．００００１
％以上（より好ましくは０．０００２％以上）を、それぞれ添加することが推奨される。
ただし、Ｃｒは３．０％、Ｍｏは１．０％、ＣｕおよびＮｉはそれぞれ２．０％、Ｂは０
．０１％を超えて添加しても上記効果が飽和してしまい、経済的に無駄である。より好ま
しくはＣｒ：２．０％以下、Ｍｏ：０．８％以下、Ｃｕ：１．０％以下、Ｎｉ：１．０％
以下、Ｂ：０．００３０％以下である。
【００５０】
Ｃａ　：０．０００５～０．０１％、
Ｍｇ　：０．０００５～０．０１％、
ＲＥＭ：０．０００１～０．０１％の１種または２種以上
　これらの元素は、鋼中硫化物の形態を制御し、加工性向上に有効な元素である。ここで
、本発明に用いられるＲＥＭ（希土類元素）としては、Ｓｃ、Ｙ、ランタノイド等が挙げ
られる。上記作用を有効に発揮させるためには、ＣａおよびＭｇはそれぞれ０．０００５
％以上（より好ましくは０．０００１％以上）、ＲＥＭは０．０００１％以上（より好ま
しくは０．０００２％以上）添加することが推奨される。ただし、ＣａおよびＭｇはそれ
ぞれ０．０１％、ＲＥＭは０．０１％を超えて添加しても上記効果が飽和してしまい、経
済的に無駄である。より好ましくはＣａおよびＭｇは０．００３％以下、ＲＥＭは０．０
０６％以下である。
【００５１】
〔温間加工方法〕
　上記本発明鋼板は、１００～４００℃の間の適正な温度に加熱した後、３６００ｓ以内
（より好ましくは１２００ｓ以内）に加工するのが特に推奨される。
【００５２】
　γRの安定度が最適になる温度条件下で、γRの分解が起る前に加工することにより、伸
びおよび深絞り性を最大化させることができる。
【００５３】
　この温間加工方法で加工された部品は、その断面内で冷却後の強度が均一化され、同一
断面内における強度分布が大きい部品に比べて低強度の部分が少なくなるので、部品強度
を高めることができる。
【００５４】
　すなわち、γRを含む鋼板は一般に低降伏比であり、かつ、低ひずみ域での加工硬化率
が高い。そのため、付与するひずみ量が小さい領域での、ひずみ付与後の強度、特に降伏
応力のひずみ量依存性が非常に大きくなる。プレス加工により部品を成形する場合、部位
により加わるひずみ量が異なり、部分的にはほとんどひずみが加わらないような領域も存
在する。このため、部品内において加工の加わる領域と加工の加わらない領域とで大きな
強度差が生じ、部品内に強度分布が形成されることがある。このような強度分布が存在す
る場合、強度の低い領域が降伏することで変形や座屈が起こるため、部品強度としては最
も強度の低い部分が律速することとなる。
【００５５】
　γRを含む鋼で降伏応力が低い原因は、γRを導入する際に、同時に形成されるマルテン
サイトが、変態時に周囲の母相中に可動転位を導入するためと考えられる。したがって、
加工量の少ない領域でもこの転位の移動を防止すれば、降伏応力が向上でき、部品強度を
高められる。可動転位の移動を抑制するには、素材を加熱して可動転位をなくしたり、固
溶炭素などのひずみ時効で止めたりすることが有効であり、そうすることで降伏応力を高
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めることができる。
【００５６】
　そのため、γRを含む鋼板を２００～４００℃の間の適正温度に加熱してプレス成形（
温間加工）すると、ひずみの小さい部分でも降伏強度が高くなって、部品中の強度分布が
小さくなることで部品強度を向上させることができることとなる。
【００５７】
　次に、上記本発明鋼板を得るための好ましい製造方法を以下に説明する。
【００５８】
〔本発明鋼板の好ましい製造方法〕
　本発明鋼板は、上記成分組成を満足する鋼材を、熱間圧延し、ついで冷間圧延した後、
熱処理を行って製造する。
【００５９】
［熱間圧延条件］
　熱間圧延条件は特に限定されるものではないが、例えば熱間圧延の仕上げ温度（圧延終
了温度、ＦＤＴ）を８００～９００℃、巻取り温度を３００～６００℃としてもよい。
【００６０】
［冷間圧延条件］
　また、冷間圧延の際の冷延率は２０～７０％としつつ、以下の熱処理条件にて熱処理を
施す。
【００６１】
［熱処理条件］
　熱処理条件については、フェライト＋オーステナイト（α＋γ）２相域で２段階の温度
レベルで均熱してＭｎをフェライト（α）とオーステナイト（γ）に適正に分配するとと
もに一定量をオーステナイト化し、所定の冷却速度で急冷して過冷した後、その過冷温度
で所定時間保持してオーステンパ処理することで所望の組織を得ることができる。なお、
所望の組織を著しく分解させることなく、本発明の作用を損なわない範囲で、めっき、さ
らには合金化処理してもよい。
【００６２】
　具体的には、上記冷間圧延後の冷延材を、（０．９Ａｃ１＋０．１Ａｃ３）～（０．７
Ａｃ１＋０．３Ａｃ３）の温度域（第１均熱温度）で６０～１８００ｓの時間（第１均熱
時間）保持した後、さらに（０．４Ａｃ１＋０．６Ａｃ３）～（０．１Ａｃ１＋０．９Ａ
ｃ３）の温度域（第２均熱温度）で１００ｓ以下の時間（第２均熱時間）保持した後、１
５℃／ｓ以上の平均冷却速度で３５０～５００℃の温度域まで急冷して過冷し、この急冷
停止温度（過冷温度）で１００～１８００ｓの時間保持してオーステンパ処理した後、常
温まで冷却する。
【００６３】
＜（０．９Ａｃ１＋０．１Ａｃ３）～（０．７Ａｃ１＋０．３Ａｃ３）の温度域（第１均
熱温度）で６０～１８００ｓの時間（第１均熱時間）保持＞
　２相域の低温側の温度域で長時間保持することで、Ｍｎの分配（γ側への偏析）を促進
させて高ＭｎγＲ／Ｍｎａｖ比を実現するためである。
【００６４】
＜さらに、（０．４Ａｃ１＋０．６Ａｃ３）～（０．１Ａｃ１＋０．９Ａｃ３）の温度域
（第２均熱温度）で１００ｓ以下の時間（第２均熱時間）保持＞
　その後、２相域の高温側の温度域で短時間保持することで、上記２相域の低温側の温度
域で分配されたＭｎの分配（γ側への偏析）が解消される前にオーステナイト化を進めて
フェライトとオーステナイトの分率を適正化することにより、高ＭｎγＲ／Ｍｎａｖ比と
、冷却時にオーステナイトからの逆変態で生成するベイニティック・フェライトの分率を
確保することができる。
【００６５】
＜１５℃／ｓ以上の平均冷却速度で、３５０～５００℃の温度域まで急冷して過冷し、こ
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の急冷停止温度（過冷温度）で１００～１８００ｓの時間保持＞
　オーステンパ処理することで所望の組織を得るためである。
【実施例】
【００６６】
　本発明の効果を確証するため、成分組成および熱処理条件を変化させた場合における高
強度鋼板の室温および温間における機械的特性の影響について調査した。下記表１に示す
各成分組成からなる供試鋼を真空溶製し、板厚３０ｍｍのスラブとした後、当該スラブを
１２００℃に加熱し、圧延終了温度（ＦＤＴ）９００℃、巻取り温度６５０℃で板厚２．
４ｍｍに熱間圧延し、その後、冷延率５０％で冷間圧延して板厚１．２ｍｍの冷延材とし
、下記表２に示す熱処理を施した。具体的には、上記冷延材を、第１均熱温度Ｔ１℃まで
加熱してその温度で第１均熱時間ｔ１秒保持した後、さらに第２均熱温度Ｔ２℃まで加熱
してその温度で第２均熱時間ｔ２秒保持し、その後ＣＲ１℃／ｓの冷却速度で冷却停止温
度（過冷温度）Ｔ３まで冷却し、その温度でｔ３秒保持した後、空冷するか、もしくは、
冷却停止温度（過冷温度）Ｔ３℃でｔ３秒保持した後、さらに保持温度Ｔ４℃でｔ４秒保
持したのち、空冷した。
【００６７】
　このようにして得られた鋼板について、上記［発明を実施するための形態］の項で説明
した測定方法により、各相の面積率、γＲ中のＣ濃度（ＣγＲ）、全組織中の平均Ｍｎ濃
度およびγＲ中のＭｎ濃度を測定した。
【００６８】
　また、上記鋼板について、室温および温間での機械的特性を評価するため、下記要領で
、室温および温間にて引張強度（ＴＳ）、均一伸び（ｕＥＬ）、および、全伸び（ＥＬ）
を、それぞれ測定した。
【００６９】
　ＴＳは、引張試験によりＪＩＳ５号試験片を用いて測定した。なお、引張試験はひずみ
速度１ｍｍ／ｓで行った。
【００７０】
　これらの結果を表３に示す。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
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【表２】

【００７３】



(14) JP 2012-180570 A 2012.9.20

10

20

30

40

50

【表３】

【００７４】
　これらの表に示すように、本発明鋼板である、鋼Ｎｏ．１～３、９～１６、１８～２１
、２３～２４はいずれも、本発明の成分組成の範囲を満足する鋼種を用い、推奨の熱処理
条件で熱処理を施した結果、本発明の組織規定の要件を充足しており、室温での９８０ｋ
Ｐａ以上の強度（ＴＳ）を確保しつつ、室温および温間での均一伸び（ｕＥＬ）に優れた
高強度鋼板が得られた。
【００７５】
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　これに対し、比較鋼である、鋼Ｎｏ．４～８はいずれも、本発明で規定する成分組成の
要件を満足しない鋼種を用いたため、推奨の熱処理条件で熱処理を施しているものの、本
発明の組織規定の要件を充足せず、室温強度（ＴＳ）、室温および温間での均一伸び（ｕ
ＥＬ）の少なくともいずれかの特性が劣っている。
【００７６】
　また、別の比較鋼である、鋼Ｎｏ．１７～１９、２２はいずれも、本発明の成分組成の
範囲を満足する鋼種を用いたものの、推奨の熱処理条件を外れた条件で熱処理を施した結
果、本発明の組織の要件を充足せず、やはり、室温強度（ＴＳ）、室温および温間での均
一伸び（ｕＥＬ）の少なくともいずれかの特性が劣っている。
【００７７】
　また、鋼Ｎｏ．２５、２６、２７は、温間加工温度の適正範囲を確認するために、同じ
鋼種を用いて同じ熱処理条件で熱処理を施して作製した鋼板を、加熱温度を変えて温間特
性の測定を行ったものである。これらのデータを比較することにより、鋼Ｎｏ．２６、２
７はともに、推奨の温間加工温度範囲を外れた温度で加工したため、所望の温間での均一
伸び（ｕＥＬ）が得られないのに対し、鋼Ｎｏ．２５は、推奨の温間加工温度範囲内の温
度で加工したため、所望の温間での均一伸び（ｕＥＬ）が得られることがわかる。
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